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資料３ 

総合計画の策定方針 
 

１．現行の総合計画（第２次胎内市総合計画）の概要 

現行の総合計画は、平成 29年３月に策定されたもので、まちづくりの基本理念を「自然が活き

る、人が輝く、交流のまち“胎内”」と定め、その実現に向けて各種施策を展開しています。 

 

◆ 現行計画の施策体系 

 

 

２．後期基本計画の策定方針 

・現行の計画（前期基本計画）の内容を踏襲することを基本とし、策定から５年経過することに

よる社会情勢の変化等を踏まえ、事業や取組の修正・追加等を行うこととする。 

 

・「基本構想」については、変更しないこととする。 

まちづくりの基本理念「自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”」 

 

 

 

 

基本目標(１) 子育て・教育・学び 

基本目標(２) 健康・福祉 

基本目標(４) 生活基盤 

基本目標(３) 産業・雇用 

まちの将来像を実現するための３つの基本方針・・・ 

〇 市民協働   ～市民と連携～ 

〇 選択と集中  ～限りある財源を真に必要とするところへ～ 

〇 未来への投資 ～持続可能性を求めて～ 

基本目標(５) 自治・協働 
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